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R1.6.16
Ｒ４：開会式 Ｒ４：縄結び Ｒ４：積土のう工

Ｒ５：シート張り工 Ｒ５：月の輪工 １Ｒ５：木流し工

Ｒ５：積み土のう工

 荒川水防訓練は、「総合訓練」と「基礎訓練」を年ごとに交互に行なっています。
 令和４年６月２２日（日）には、水防工法の基礎的な「縄結び」や「土のう作り・積み土のう工」等を習得し、水防
作業能力の向上を図る目的で行われました。

 令和５年５月２８日（日）には、沿川の多くの消防団が集まり「総合訓練」として各種工法等が行われました。
 参加団体は、村上市消防団、関川村消防団、胎内市消防団、国土交通省羽越河川国道事務所、新潟県
村上地域振興局地域整備部、村上市、関川村、胎内市、等です。令和６年は、「基礎訓練」が行われます。

令和４年度 荒川水防訓練 （Ｒ４.６.２２：村上市）  

令和５年度 荒川水防訓練 （Ｒ５．５．２８：関川村）   



令和５年度 加治川水防工法演習 （Ｒ５.６.６）  

２

積み土のう工 改良シート張工 月の輪工【水を入れる】

開会 ： 新発田地域振興局 地域整備部長

水防工法説明

土のう作り

 昭和４１年７．１７、昭和４２年８．２

８の２年連続の加治川水害以降、新
潟県新発田地域振興局・新潟県建
設業協会新発田支部等では毎年水
防工法演習をしています。

 水防工法等の説明の後、土のう作

り、縄結び、積み土のう工、改良シー
ト張工、月の輪工を実施しました。

縄結び



総合水防演習開会式

シート貼り工

開会式

開会式

北陸地方整備局 荒川総合水防演習 【前回：平成２９年度】

開会式

積み土のう工 改良積み土のう工

木流し工立籠工 月の輪工

３

シート張り工

川倉工



① 「の」の字結び ③ フナ結び ⑤ イボ結び

④ イワシ結び② かみくくし ⑥ もやい結び

別名「巻き結び」ともいう。
両端に力がかかるところに使う。
※徳利等を吊り下げる時は「徳利結び」

別名「引き綱結び」ともいう。※尺物のつり上
げ、引っ張る時のブレ止めを行う時に取り付
ける縄。という意味で「介錯縄」と言っていた。

命綱等に使う。※舟が舟を曳航する時の結
び。その様子を蓮根が繋がった状態に
見えることから、「連舫」ともいう

別名「「の」の字掛け」「交差結び」ともいう。
※「半結び」：結ぶ＝固定が伴わないことか
ら「結び」といわず「縄を殺す（動かなくする）
と言っていた。（※印注釈：河村氏）

別名「ひと結び」ともいう。元なわに力がかか
ると固く結ばれ、力がかからなくなると簡単
にほどける。※舟を係留する時の結び。「８
の字結び」という地域もある。

別名「男結び」「俵結び」「垣根結び」ともいう。
雪つり、荷物の梱包などにも使う。
※「男結び」は男の角帯の結び方からついた
呼び方。

※⑦「本結び」
も使用

水防工法に使用する主な縄結び 「水防工法テキスト」（一財）北海道河川財団より

木流し工（土のう）、シート張り工（シート釣り
ロープと単管結合）

木流し工（土のう取付）、シート張り工（吊り
ロープ先端の重し土のうと単管結合、おろし
ロープ下部の単管結合、止杭固定）

木流し工（土のう）、シート張り工（シートと単
管結合）、月の輪工（排水パイプと杭の固
定）、改良積み土のう工（鉄杭とシート固定）

木流し工（重し土のう取付）、シート張り工
（重し土のう固定、あおり止め重し土のう）

木流し工（吊りロープ）） 木流し工・シート張り工（命綱））

４



① 「の」の字結び ・ ③ フナ結び 「水防工法の基礎知識」（社）全国防災協会より

① 半円弧状にしたロープを下から渡
 す。

② 片方の端ロープを手繰り寄せ、半
 円弧状の元ロープの方に持ってく
 る。

③ 半円弧状の元ロープの中に手繰り
 寄せた端ロープを入れる。

④ 端ロープと元ロープを同時に引っ
 張る。

① ロープ端を下から渡す。

② 端ロープを元ロープに下から引っ
 掛ける。

③ 丸太に巻かれているロープに上か
  ら１回巻き付ける。

④ 巻き付けた端ロープを左手で引き
 ながら右手のロープを強く引く。

５



② かみくくし 「水防工法の基礎知識」（社）全国防災協会より

① 上からロープを１回巻き付け、端
  ロープをＸ状に交差させる。

② 端ロープをもう１回巻き付ける。

③ 端ロープを交差した斜めロープの
 下をくぐらせ元ロープに平行になる
 ように通す。

④ 両ロープを同時に引いて絞める。

① 端ロープが下側になるように１つ
 目の輪を作り、左手に持つ。

② 続けて同じように２つ目の輪を作り、
 右手に持つ。

③ 左手の輪（１つ目）が上に、右手の
 輪（２つ目）が下になるように重ね、 

 二重になったロープを杭の上から
 通す。

② 両ロープを同時に引いて絞める。
※ 安全のため２０ｃｍ以上残す。

６



④ イワシ結び 「水防工法の基礎知識」（社）全国防災協会より

① ロープを下から渡す。

② 端ロープを元ロープに下から引っ
 掛ける。

③ さらに端ロープを巻かれている元
 ロープに上から１回巻き付ける。
 ※ここまではフナ結びと同じ結び方

④ 結びを確実にするため、もう１回端
 ロープを元ロープに巻き付ける。

⑤ 次に元ロープを「かみくくし」の手順
 で１輪づつ作り丸太に通す。

⑥ 間隔を取ったところで元ロープを
 引っ張り絞める。

⑦ 同じように「かみくくし」の手順 で２
 つ目の輪を作り、丸太に通す。

⑧ ２つ目の輪が等間隔になるところ
 でロープを引っ張り絞める。

７



⑤ イボ結び 「水防工法の基礎知識」（社）全国防災協会より

① 端ロープを下から渡し２０ｃｍ以上
 残す位で止める。

② 右手で元ロープを持って、端ロー
 プの下から１回巻き込む。

③ 元ロープを端ロープに巻き込みな
 がら輪にし、二重になったところを
 左手親指と人差し指でつまむ。

④ 本ロープの重なったところを左手
 に持ちながら、輪の中に通してあっ

      た端ロープを右手持ちかえる。

⑤ 端ロープを円弧状にした元ロープ
     （二重になった部分）に２回巻き付
      ける。

⑥ 巻き付けた端ロープを緩まないよ
  うに右手で強く引っ張っておく。

⑦ 右手で端ロープを引っ張っている
  間に左手親指で円弧状元ロープ

       を素早く押さえ込む。

⑧ 仕上げの折に元ロープを引く時、
 結び目が緩みやすいので輪に

      なったロープを左手親指で上から
      押さえながら、元ロープを素早く右
      手で引くのがコツである。
      ※この結び方は最後にロープの片

方を切断するとロープに無駄が
  ない結び方になる。

８



⑥ もやい結び 「水防工法の基礎知識」（社）全国防災協会より

命綱

９



⑦ 本結び 「水防工法の基礎知識」（社）全国防災協会より

① 丸太の下をくぐらせる。

② 丸太をくぐらせたロープの端を、左
 手の長いロープに上から巻き付け、

      下に引く。

③ 右手のロープの端を、左手のロー
 プの上から巻き付ける。

④ 両方のロープを引っ張る。

① ２本のロープの端を交差させる。

② 交差させたロープを互いに巻き付
  ける。

③ さらに両端を互いに巻き、両手で
 左右に強く引っ張る。

      この場合それぞれのロープの端は
      元のロープの方向に来る形となる。

※手順を誤ると「縦結び」になる。

１０



水防工法に使用する土のう作り 「水防工法テキスト」（一財）北海道河川財団より

「水防工法の基礎知識」（社）全国防災協会より

※ ひもを下に引きながら締め、
最後は土のうの重さを利用して、上に引き上げる。

１１



➢ 巡視活動

 堤防等を巡視し、堤防の亀裂等の異常を発見したときは、水防本部及び河川管理者等に報告するとともに水防工法等を実施します。

➢ 水防工法

堤防の決壊を未然に防いだり、水害を最小限に食い止めるための活動であり、状況に応じて最適な水防工法を実施します。

■積み土のう工

堤防の上に土のうを積み
上げて、水が堤防を越える
のを防ぐ工法で、水防工法
の基本ともいえる工法

■シート張り工法

水の流れで堤防が削り取
られたり、水が漏れたりし
ないように、防水シートを
張って堤防を守る工法

■木流し工法

水の流れが急なとき、枝葉
のよく繁った木を川に流し
、水の勢いを緩やかにして
堤防が削られるのを防ぐ工
法

■月の輪工法

堤防の裏側に水が漏れだしたと
き、半円形に土のうを積んで、
川の水位と漏れた場所との水
位の差を縮めて圧力を弱め、水
漏れが広がるのを防ぐ工法

➢ 避難誘導・救助活動

人的被害の軽減を図るために行う避難誘導や救助活動も水防活動に含まれます。

➢ 排水作業

氾濫による被害の軽減を図るために行う排水作業等も水防活動に含まれます。

○ 水防活動とは、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減する活動をいい、
     巡視活動、水防工法のほか、避難誘導・救助活動、排水作業等も含まれます。

水防活動

１２



水防工法の選定（１）

水防活動では、速やかに現地状況に適合した工法を選定し、迅速に
対応することが重要です。

被災要因および対策の基本方針〔１〕

「水防工法テキスト」（一財）北海道河川財団より

１３



水防工法の選定（２） 「水防工法テキスト」（一財）北海道河川財団より

被災要因および対策の基本方針〔２〕

１４



水防工法の種類（１） 「水防工法テキスト」（一財）北海道河川財団より

①

⑥

④

④

⑧ ⑨

⑤
立てかご工

⑤

１５

⑦



水防工法の種類（２） 「水防工法テキスト」（一財）北海道河川財団より

②
① ②

③ （水マット工）

１６



水防工法の種類（１） 「水防工法テキスト」（一財）北海道河川財団より

水のあふれ（越水）対策

① ②

③

１７

令和６年度 信濃川下流総合水防演習（Ｒ６．５．２６）より



水防工法の種類（２） 「水防工法テキスト」（一財）北海道河川財団より

深掘れ（洗掘）対策

④

令和３年度 阿賀野川・早出川総合水防演習（Ｒ３．５．３０）より

⑤ 水防マット（Ｔ型マット）工法

１８

平成２９年度 荒川総合水防演習（Ｈ２９．５．２７）より



水防工法の種類（３）
深掘れ（洗掘）対策

１９

平成３０年度 手取川・梯川総合水防演習（Ｈ３０．５．２６）より令和４年度 信濃川・魚野川総合水防演習（Ｒ４．６．６）より

⑥ ⑦ 立てかご工



⑧ ⑨

漏水対策

水防工法の種類（４） 「水防工法テキスト」（一財）北海道河川財団より

令和３年度 阿賀野川・早出川総合水防演習（Ｒ３．５．３０）より令和４年度 信濃川・魚野川総合水防演習（Ｒ４．６．５）より

２０



積土のう工 「水防工法の基礎知識」（社）全国防災協会より

２１

※ 越水を防止することが目的であり、川表１段目の土のう積みを優先し、延長を稼ぐことが重要。
※土のうに入れる土砂の量がバラバラだと積み土のうの高さが揃わないので注意。



改良積土のう工 「水防工法の基礎知識」（社）全国防災協会より

２２



シート張り工（１） 「水防工法の基礎知識」（社）全国防災協会より

２３

・結束バンドの場合



シート張り工（２） 「水防工法の基礎知識」（社）全国防災協会より

２４



シート張り工（３） 「水防工法の基礎知識」（社）全国防災協会より

２５



水防マット工 「水防工法の基礎知識」（社）全国防災協会より

２６



木流し工（１） 「水防工法の基礎知識」（社）全国防災協会より

２７
※ 先端の「いぼ結び」を「土のうの口」と一緒に結束すると、

よりしっかりする。



木流し工（２） 「水防工法の基礎知識」（社）全国防災協会より

２８

※ 土のうの作り方をしっかり覚える。

※ 木への取付は数名で行う。

※ いろいろな縄の結び方があ
るが、縄がほどけなければよい。



木流し工（３） 「水防工法の基礎知識」（社）全国防災協会より

※  「水ゼッケン」を付けた人以外は水位の下部に入らない。

※ 投入者は、上流４５度に投入し、「水ゼッケン」を付けた人が下流４５度
に移動する。⇒止め杭に仮止めし、下流４５度で本締めする。

※ 止め杭の代わりに 「立木」 を利用する場合もある。 ２９



木流し工（４） 「水防工法の基礎知識」（社）全国防災協会より

３０



木流し工手順図（１） 北陸建設振興会 水防委員会 河村氏提供

①

②

③

④

３１



木流し工手順図（２） 北陸建設振興会 水防委員会 河村氏提供

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

３２



月の輪工 「水防工法の基礎知識」（社）全国防災協会より

３３



釜段工 「水防工法の基礎知識」（社）全国防災協会より

３４



水 防 法 と 消 防 法

３５



洪水又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を

保持する。

水害を防御、水害による被害を最小限にとどめるために、国、都道府県、市町村の役割を定め、

水防組織や水防活動等について規定。

国（都道府県）： 都道府県、市町村等に水防に関する予報・警報等を行う。

都 道 府 県： 水防管理団体（市町村等）が行う水防が十分に行われるように確保する。第二次
的水防責任を有する。

市 町 村： 水防管理団体として水防を十分に果たす責任があり、第一次的水防責任を有する。

住 民： 水防に従事する義務を有する。 

目 的

内 容

役 割

水防とは（水防法より）

３６



水防法の制定について
消防組織法（Ｓ２２年）、消防法（Ｓ２３年）の制定により、水防も消防の任務として規定
・消防法等によらない水防組織等の存在 （伝統的な自治組織により運営）
・消防法が火災に関することを重点としている
・カスリーン台風（S22）などの大型台風が襲来し、大水害をもたらした

水防の重要性、水防に関する基本法が必要と認識され、水防法が制定された（Ｓ２４年）

消防法（Ｓ２３年） 第一章 総則
第１条 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火

災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、
災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共
の福祉の増進に資することを目的とする。

消防組織法（Ｓ２２年） 第一章 総則 （昭和２２年）
（消防の任務） 
第一条 消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保

護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害
を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。

水防法（Ｓ２４年） 第一章 総則 

（目的） 
第一条 この法律は、洪水又は高潮に際し、水災を警戒し、防ぎよし、及びこれに因る被害を

軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。

水防法の沿革

３７



○ 水防管理者等に水防活動のために認められている権限の一部を、水防管理者
から水防活動の委任を受けた民間事業者が行使できることとし、民間事業者
による水防活動を円滑化。

消防団（水防団）

建設業者

＜民間活力を活用した水防活動 （イメージ）＞

○ 水防上緊急の必要がある場所に
赴くときの私有地等の通行。

緊急通行（法19条）

○ 水防のため緊急の必要があると
きの他人の土地等の使用。

公用負担（法28条）

【民間事業者は、水防管理者から委託を受けた水防活動の範囲内に限り以下の権限を行使可能】

民間を活用した水防活動の円滑化 （平成２９年度改正）

３８



荒川 Ｓ４２．８．２８羽越水害 Ｒ４．８．４大雨による水災害

災
害
は
忘
れ
た
と
こ
ろ
に
や
っ
て
来
る

土
屋
元
北
陸
地
方
整
備
局
長

３９

荒川

雲母温泉

高瀬温泉

荒川

国道7号
昭和４２年８月２８日

羽越水害

令和４年８月４日
大雨による水災害

堤防決壊による浸水状況（関川村雲母地区）

浸水状況（坂町駅前）堤防決壊による浸水状況（旧神林村平林地区）

浸水状況（村上市小岩内地区）浸水状況（村上市坂町地区）

羽越河川国道事務所
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